
 
金融機関等に本人確認を義務付けていました「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な

利用の防止に関する条例」（本人確認法）が廃止され、平成２０年３月から新たに「犯罪による収益の移転防止に

関する法律」（犯罪収益移転防止法）が施行されました。 
マネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のため、本人確認が必要となる事業者が広がりましたが、金融機

関等での本人確認については大きな変更はありません。引続き本人確認にご協力をお願いします。 
 
■本人確認が必要な取引 
●預金口座等の開設 ●２００万円を超える大口現金取引 ●１０万円を超える現金振込など 
 
■本人確認に必要な書類 

個人の場合 法人の場合 
・運転免許証 
・健康保険証 
・国民年金手帳 
・児童扶養手当証書 
・母子健康手帳 
・住民基本台帳カード（氏名、住居、生年月日の記載

のあるもの） 
・旅券（パスポート） 
・外国人登録証明書 
・その他官公庁から発行された書類等で、氏名、住居、

生年月日の記載のあるもの（顔写真のあるもの） 
など 

・登記事項証明書 
・印鑑登録証明書（名称、本店または主たる事務所の所

在地の記載のあるもの） 
・その他官公庁から発行された書類等で、名称、本店ま

たは主たる事務所の所在地の記載のあるもの 
など 

※有効期限のある本人確認書類は、提示する日において有効なものである必要があります。有効期限のない本人確認書類は、提

示する日の前６ヶ月以内に作成されたものに限ります。 

 

 
 
金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」

に向けての市場機能の確保および金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成１９年９月３０日

に施行されました。この法整備の具体的な内容は、大きく分けて４つの柱からなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

当組合は金融商品取引業者として、行為規制などの法令を遵守し、顧客説明の充実をはかっています。 

 

  
不公正取引等への 

厳正な対応 



 
＜暗証番号取扱注意事項＞ 

暗証番号は、他人から類推しやすい、生年月日、電話番号、車のナンバー、並び数

字などは使用しないでください。 
① カードや通帳に暗証番号のメモはしないでください。 
② ゴルフ場のロッカー等セイフティ金庫の暗証番号にキャッシュカードと同じ番

号を使うと危険なことがあります。 
③ 当組合の職員や警察官から電話で暗証番号を尋ねることは一切ありません。 

不審な電話は注意してください。 
④ ATM の利用明細は、むやみに捨てないでください。 
⑤ 暗証番号は定期的に変更されることをお勧めします。 
注）ATM で変更できますが、万一忘れた場合、本人でも照会できませんのでご注

意ください。 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



300 万円未満・300 万円以上の 2 種類の高利回りプラン・「創立 50 周

年記念定期」・「五井支店開設記念定期」・「年金定期 500」 

1 ヶ月から 1,000 万円以上の資金運用に最適 

元本 550 万円まで非課税 

自由金利・1 年複利計算 

金融情勢の変化に応じて 6 ヶ月ごとに設定利率が変わる 

 

住まいるいちばん 新築・リフォーム 「3 年、5 年、10 年固定金利」「変動金利」 6,000 万円 以内 

カード 1 枚でスピーディーにいつでもお使いみち自由 

きみしんＰｏｃｋｅｔ･ピンク・アクア・ピンクｗｅｂ・アラカルト 

10 万円～300 万円 

定額返済 

あなたの資金のニーズにお応えします 

スピーディーな資金調達でご商売をサポート 

50 万円～300 万円 

定額返済 

使いみち自由（事業資金除く） 

円ジョイポケット・グッドライフローン（事業資金除く） 

ら く ら く ロ ー ン・フリーローン（事業資金除く） 

チョイス（事業資金除く） 

証貸組替ローン（事業資金除く） 

 

99 万円 以内 

200 万円 以内 

300 万円 以内 

ご利用中の残高以内 

お使いみち自由（事業資金除く）Wｅｂで簡単申込 200 万円 以内 

車検費用、修理費用、免許取得費用など 500 万円 以内 

マイカーの購入（新車・中古車）および車検・修理費など 500 万円 以内 

各種学校の入学金、授業料、納付金、アパート敷金・礼金 500 万円 以内 

受験費用等受験にかかわる費用、入学金など入学から在学中にかかる費用 500 万円 以内 

住宅の増改築 500 万円 以内 

事業資金（運転・設備）、無担保、無保証人 

ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｰｽ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾛｰﾝ 
500 万円 以内 

事業資金（運転、設備）、無担保、無保証人 1,000 万円以内 

事業資金（運転、設備）、無担保、無保証人 1,000 万円以内 

事業資金（運転、設備）〈無担保、法人代表者以外保証人不要〉 

ダッシュ 5000、スパート 3000、アクティブ 1000 

5,000 万円以内 

3,000 万円以内 1,000 万円以内 

お気軽にご相談下さい。 

独立行政法人住宅金融支援機構「ﾌﾗｯﾄ 35」・独立行政法人福祉医療機構・県制度・

市制度・株式会社日本政策金融公庫・株式会社商工組合中央金庫 



 

公的年金・各種共済年金の自動受取 

給料・ボーナスがお勤め先から直接口座に振込 

電気料・電話料・ＮＨＫ・水道料・ガス料金自動支払 

全国の金融機関へ振込 

ドル交換及び旅行小切手（トラベラーズチェック）発行 

企業の情報提供、人脈交流、サクセスネット（情報提供サービスの利用） 

安全性を重視した IC キャッシュカードの新規発行を無料化対応 

キャッシュカードで、デビットカード加 盟 店 にて買 い物 が出 来 ます。 

全 国 の提 携 金 融 機 関 および郵 便 局 、コンビニ ATM で「きみしん」カードがご利 用 できます。 

振込・振替業務、取引明細照会業務・月額基本手数料無料 

個人事業主様、法人様に対応。大量のお振込みが一括で処理できます。

オフィスから簡単操作で取引明細照会や税金等各種料金の払込可。 

税金や各種公共料金等の各種料金ををｲﾝﾀｰﾈｯﾄから払込ができます。 

電子納税 e-Tax によりパソコンで納付ができます。 

簡単操作のプライベート金庫 

個人向け国債の窓口販売 

長期火災保険、債務返済支援保険、年金払積立傷害保険，一時払終身保険の窓口販売 

その他に、外国為替業務（取次業務）、有価証券の貸付業務、債務の保証業務、地方公共団体の公金取扱業務、株式払込金の受入業務を取扱っております。 

 

                 



 

 
 



 



 



第 1 号議案   第 49 期 剰余金処分案承認の件 

第 2 号議案   第 50 期事業計画並びに予算案承認の件 

第 3 号議案   定款の一部変更の件 

第４号議案   組合員除名の件 
 
 



総代会（最高意思決定機関） 

総  代 

組
合
員
の
意
見
集
約 

出席 討議 

総代選挙 

 

組    合    員 

立候補 推薦 

 

きみしん 
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    改善項目 

  

     ① 視覚障害のある方について、窓口における振込手数料の引き下げを実施しました。 

     ② 法人向けインターネットバンキングの取扱いを開始し、総合振込や給与振込がインターネットバ 

ンキングにてできるようにしました。 

     ③ IC キャッシュカード発行手数料を無料化とし、お客様の安全性の向上に努めました。 

 

     ※今後も、店頭設置の「お客様ご意見箱」、お客様相談室、電話や電子メール、アンケート調査、役 

職員による日々の訪問活動等を通して、組合員の皆様の意見を経営活動に反映させるよう努め 

て参ります。 

◆選挙区別の総代定数 ◆選挙人名簿の縦覧開始  

◆選挙期日 投票時間 ◆投票場所 

候補者の届出 

●立候補 ●推薦 

総代候補者の公告 

候補者の数が 

定数以内の選挙区 
候補者の数が 

定数を超える選挙区 

当選者の公告 

無投票当選 

選 挙 

当 選 



（ 第 一 地 区 37 名 ） （ 第 二 地 区 16 名 ） （ 第 三 地 区 29 名 ） （第四地区　20名） （第五地区　17名）

青 木 瞳 石 塚 貴 雄 青 木 孝 行 阿 津 昌 弘 市 野 義 之

飯 田 明 榎 本 光 男 雨 笠 利 久 池 田 和 陽 榎 本 春 光

池 田 庸 北 見 洋 司 雨 笠 正 昭 今 井 定 勝 池 田 要 太 郎

岩 城 功 一 栗 原 一 也 石 井 時 久 小 川 義 則 上 山 立 男

飯 嶋 和 明 剣 持 義 明 石 渡 鋼 勝 田 文 典 佐 久 間 清

大 川 清 六 佐 久 間 正 榎 本 一 角 齊 藤 良 充 佐 野 義 雄

大 森 裕 資 佐 藤 光 一 郎 大 野 幸 男 斉 藤 克 己 笹 生 博 行

織 本 富 之 坂 井 正 視 鹿 嶋 克 美 進 藤 義 一 白 幡 賢

勝 畑 竹 俊 三 幣 薫 久 加 藤 雄 一 郎 鈴 木 仙 之 高 濱 誠 一

北 村 和 則 鈴 木 芳 夫 刈 込 八 束 鶴 岡 満 田 中 光 則

小 原 隆 鈴 木 林 造 楠 幸 雄 露 﨑 信 夫 角 田 吉 夫

小 原 武 錦 織 勝 男 見 本 泰 作 内 藤 芳 夫 外 山 庄 次

小 松 利 典 保 坂 秀 島 野 勝 中 山 博 夫 根 岸 直 正

小 島 國 利 松 田 芳 己 白 石 幸 久 並 木 耕 一 平 田 哲 平

近 藤 雅 文 山 田 房 雄 鈴 木 三 郎 星 野 美 一 望 月 昇

齊 藤 儀 平 和 田 宏 視 鈴 木 裕 士 正 岡 英 希 安 田 信 之

斉 藤 卓 高 梨 博 御 園 生 栄 次 渡 辺 章

佐 久 間 誠 増 鶴 岡 和 行 三 好 和 彦

白 石 光 重 錦 織 好 郎 村 松 成 夫

鈴 木 克 己 浜 名 宏 行 渡 辺 薫

須 田 忠 充 平 野 照 和

武 内 佐 一 郎 平 野 忠 男

武 井 千 尋 平 野 勝 利

豊 田 文 智 藤 倉 均

富 所 勝 善 三 辻 清

長 谷 川 智 三 浦 政 五 郎

長 谷 川 勝 由 森 田 重 男

平 井 譲 二 柳 澤 光 治

平 野 秀 和 渡 辺 務

平 戸 誠 一

松 田 紀 道

水 野 幾 雄

宮 寺 弘 正

山 村 俊 哉

吉 村 良 一

渡 邉 元 貴

若 林 一

総総数　119名  （平成23年4月1日現在）  敬称略

総代のご紹介

 
 



項目 
１. ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

①事業再生 

計画 

 

取組方針 

 

当組合は協同組織金融機関として、相互扶助・非営利という特性を活かしつつ、会員・組合員でもある取引先

（小規模事業者）の身の丈・ニーズに合った地域密着型金融への取組みが必要であり、取引先のライフサイクル

に応じた各段階でのきめ細かい支援を推進することにより、地域の金融円滑化に貢献していく。 

具体的 

取組策 

・千葉県信用保証協会の保証制度「求償権消滅保証・事業再生保証制度・事業再生円滑化関連保証制度・再

挑戦支援保証制度」等の積極的な取組みを図る。 

・中小企業基盤整備機構及び千葉県・中小企業再生支援協議会・地域金融機関によって組成された千葉県中

小企業再生ファンドの投資事業有限会社組合員として出資しており、ファンドの活用可能性について検討して

いく。 

・事業再生を担うべき人材を育成するため、経産省主催のセミナーに参加し、知識・ノウハウの習得に努めてい

く。また、他に開催されるセミナー等へも参加して行く。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・千葉県信用保証協会の保証制度「求償権消滅保証・事業再生保証制度・事業再生円滑化関連保証制度・再

挑戦支援保証制度」等の積極的な推進を図る。 

・千葉中小企業再生ファンドとの情報交換・公表された事業再生事例集を研究し、ノウハウの習得と取組対象先

の可能性と検討していく。 

・22 年度、経済産業省主催「セミナー」に参加し、事業再生支援の知識・ノウハウの習得に努める。 

 

22 年度下期 

・千葉県信用保証協会の保証制度「求償権消滅保証・事業再生保証制度・事業再生円滑化関連保証制度・再

挑戦支援保証制度」等の積極的な推進を図る。 

・千葉中小企業再生ファンドとの情報交換・公表された事業再生事例集を研究し、ノウハウの習得と取組対象先

の可能性を検討していく。 

・外部セミナ－に積極的に参加し知識・ノウハウの修得に努め、取組可能性を検討していく。 

 実 績 

 

・平成 22 年 12 月 10 日 ＴＫＣ千葉会と「ＴＫＣ経営改善計画策定支援サービス」に関する覚書を締結

する。 

・平成 23 年 1 月 17 日  経済産業省・千葉県合同主催の「公的支援施策活用説明会」に参加。 

・平成 23 年 1 月 21 日  ＴＫＣ全国会主催の「ＴＫＣ経営改善計画支援プロジェクト事例発表会」に

参加。 

・平成 23 年 3 月 7 日   関東財務局主催の「地域密着型金融推進シンポジュウム」に参加。 

・金融円滑化法の主旨に則り、条件変更相談・申出に積極的に対応 

・条件変更の実績  事業資金  93 件  1,428 百万円   住宅ローン  17 件  234 百万円 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

項目 
１、ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

②創業・新事業支援 

計画 

 

取組方針 

 

当組合の取引先については、個人事業主や中小零細企業が取引先の大部分を占めており、地域の小規模事

業者の置かれている状況は引続き厳しく、協同組織金融機関としての特性である相互扶助や非営利を生かした

取組みを行うため、政府系金融機関である各公庫と開催する「業務連携にかかる情報交換会等」に参加すること

による情報収集、ならびに千葉県制度融資・各市町村制度融資・（独）福祉医療機構と提携した協調融資・千葉

県農業信用基金協会の債務保証制度等を活用した創業・新事業支援を実施し、地域の取引企業の支援強化を

図って行きます。 

具体的 

取組策 

・政府系金融機関が開催する情報交換会等に積極的に参加し、情報の共有化を図り取引先企業のニーズに合

った支援を実施する。 

・千葉県ならびに県外郭団体が実施している施策に積極的に参加し、取引先中小企業の支援策等を収集する。 

・社会福祉法人への法人成りを計画する事業者を対象として、（独）福祉医療機構と提携した協調融資の積極的

推進を図る。 

・農業者を対象として、千葉県農業信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・政府系金融機関が開催する情報交換会等に参加し、取引先企業の支援策の一助とする。 

・千葉県ならびに県外郭団体が実施している施策に積極的に参加し、取引先中小企業の支援策等を収集する。

(千葉県商工労働部ならびに千葉県信用保証協会の実施する説明会等に参加していく) 

・千葉県等が実施している支援策を取引先に周知し、適切な支援活動を実施していく。(千葉県信用保証協会の

保証制度を営業店に周知する) 

・（独）福祉医療機構と提携した協調融資の積極的推進を図る。 

・千葉県農業信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

22 年度下期 

・政府系金融機関が開催する情報交換会等に参加し、取引先企業の支援策の一助とする。 

・千葉県ならびに県外郭団体が実施している施策に積極的に参加し、取引先中小企業の支援策等を収集する。

(千葉県商工労働部ならびに千葉県信用保証協会の実施する説明会等に参加していく) 

・千葉県等が実施している支援策を取引先に周知し、適切な支援活動を実施していく。(千葉県信用保証協会の

保証制度を営業店に周知する) 

・（独）福祉医療機構と提携した協調融資の積極的推進を図る。 

・千葉県農業信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

  実 績 

 

 

 

 

 

 

・地域密着型金融商品である信組・信金専用提携保証「アクティブ 1,000」を創業・新事業にかかわらず推進した

（22 年度実績 28 件 87 百万円）。 

・6 月 18 日千葉県保証協会を招き、業務打合せ会を実施し、保証制度の周知徹底を図った。 

・9 月 22 日千葉県信用保証協会の新保証制度「スクラム」の営業店説明会開催し、周知徹底を図った。 

・10 月 22 日千葉県農業信用基金協会の融資事務取扱説明会を開催し、協会職員を講師として営業店の役席・

融資担当者に事務取扱の徹底を図った。 

 

 

 



 
 

 

項目 
１、ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

③経営改善支援 

計画 

 

取組方針 

 

・要注意先債権等の健全債権化のため、要注意先以下の債務者企業の経営改善支援に積極的に取組み、経営

改善可能性をより的確に見極め、本部と営業店が連携して経営改善支援を行なう。 

・同時に不良債権の新規発生防止のために、質の高い対面交渉を通じて情報を蓄積し、経営指導や相談業務

に、早期に取組んでいく。 

・上記の取組みを公表する。 

 

具体的 

取組策 

・審査部審査二課と営業店が連携し、経営改善の可能性のある債務者の選定・支援方針を検討して、経営改善

支援活動を行ない、毎月その内容を本部報告する。 

・営業店の支援能力をフォローするため千葉県産業振興センター等の専門家派遣事業を活用し、専門家による

経営指導を推進する。 

・経営改善支援を担うべき人材を育成するため、外部研修・セミナーに参加して知識・ノウハウの習得に努めるとと

もに、組合内部研修を行い職員の能力向上を図っていく。 

・要注意先等の経営改善先に対する営業店の健全債権化実績について、業績評価への反映を実施する。 

・ディスクロージャー誌等において経営改善支援取組み先数、ランクアップ先数等について公表する。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・経営改善の可能性のある債務者企業の選定、支援方針の検討及び支援の開始。 

・外部研修・セミナーに参加し、知識・ノウハウの習得に努め能力の向上を図っていく。 

・ディスクロージャー誌等において経営改善支援取組み先数、ランクアップ先数等について公表。 

・千葉県産業振興センターの専門家派遣事業の新規派遣先の開拓推進と専門家派遣先のフォロー。 

・支援方策の実施状況の適切なフォローと具体的な経営改善支援の実施。 

・中小企業金融円滑化法の趣旨を踏まえ、顧客の返済条件の見直し等の相談内容を真摯に受け止め積極的に

対応していく。 

22 年度下期 

・千葉県産業振興センターの専門家派遣事業の新規派遣先の開拓推進と専門家派遣先のフォロー。 

・外部研修・セミナーに参加し、知識・ノウハウの習得に努め能力の向上を図っていく。 

・ディスクロージャー誌等において経営改善支援取組み先数、ランクアップ先数等について公表 

・支援方策の実施状況の適切なフォローと具体的な経営改善支援の実施。 

・中小企業金融円滑化法の趣旨を踏まえ、顧客の返済条件の見直し等の相談内容を真摯に受け止め積極的に

対応していく。 

  実 績 

 

 

 

 

 

・経営改善支援先に本部・営業店が一体となり訪問支援を実施。 

・22 年7 月、ディスクロージャー誌において平成21 年度の経営改善支援取組み先数、ランクアップ先数等につい

て公表した。 

・22年11月、ディスクロージャー誌において平成22年度の経営改善支援取組み先数等について半期開示した。 

 

 

 

 



 
 

 

項目 
１、ライフサイクルに応じた取引先企業の支援の一層の強化 

 ④事業承継 

計画 

 

取組方針 

 

・当組合の取引先においても事業承継問題については、経営改善支援の場面にて大きな問題として取り上げら

れるケースがある。     

・日常の営業活動において、事業承継問題がある取引先についての情報収集を実施し、その取引先の問題点を

検討し必要に応じて千葉県産業振興センター等に支援依頼を行い、取引先企業とともに問題解決についての

支援を図る。 

具体的 

取組策 

・事業承継問題についての情報収集する体制を整備する。 

・千葉県ならびに千葉県産業振興センター等を活用した経営改善支援を実施する。 

・特に、千葉県産業振興センターが行っている専門家派遣事業については、当組合の同制度活用実績も多く活

用についてのノウハウがあり、今後についても継続した活用を図る。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 
・事業承継問題がある取引先の情報収集を実施し、必要に応じて千葉県産業振興センターの専門家派遣事業

に支援申請を行う。 

22 年度下期 
・事業承継問題がある取引先の情報収集を実施し、必要に応じて千葉県産業振興センターの専門家派遣事業

に支援申請を行う。 

実 績 

 

 

・平成２１年 2 月 10 日 電機工事業者に専門家との個別契約を斡旋し（2 代目経営者の育成と経営改善指導）専

門家が同社を訪問し、営業店役席・本部部長・課長同席にて後継者である 2 代目社長を中心に経営改善指導

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

項目 

2. 事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 

①目利き機能の向上をはじめ事業価値を見極める融資＝不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の

徹底 

計画 

 

取組方針 

 

当組合の取引先企業の将来性や技術開発力等事業価値を見極める人材を育成するため、融資審査能力（目

利き能力）向上のための取組みを行うとともに、財務諸表の精度「中小企業の会計に関する指針」を勘案した融

資商品の開発ならびに既存融資商品の見直しを実施し、不動産担保・個人保証に過度に依存しない融資の推

進を図る。 

具体的 

取組策 

・当組合の特性を生かした営業活動により、密度の高い取引先との日常的なコミュニケーションからの情報を活用

した、目利き能力の向上を図る。 

・TKC 千葉会との協定にて発売した「きみしん TKC 経営者ローン」ならびに県税理士会木更津支部と協力して発

売した「税理士関与先向けビジネスローン」については、「中小企業会計に関する指針」の提出ならびに優遇金

利制度を取入れており、商品の見直しを実施しながら積極的な推進を図る。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 ・ＴＫＣ千葉会南総支部との情報交換を実施し、きみしんＴＫＣ経営者ローンの積極的な推進を図る。 

22 年度下期 
・きみしんＴＫＣ経営者ローン・税理士関与先向けビジネスローンの積極的な推進を図る。 

   実 績 

 

 

 

・8 月 5 日ＴＫＣ千葉会南総支部の情報交換会に出席し、会員税理士と情報を交換した。 

・10 月 6 日ＴＫＣ千葉会南総支部長宮澤先生経営改革セミナ－が開催され出席し聴講した。 

・全営業店でＴＫＣ千葉会南総支部の先生の財務諸表・決算書の見方等の勉強会を年３回程度実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

項目 
2、事業価値を見極める融資手法をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底 

②中小企業に適した資金供給手法の徹底 

計画 

 

取組方針 

 

 当組合の主要取引先である中小零細企業に適した資金調達方法を推進するため、赤字や債務超過・貸出

条件の変更といった形式的な定量要因のみで融資審査するのではなく、経営者の資質等を含めた定性的な

情報の収集により、より正確な経営実態や将来性を把握することで資金繰りの円滑化に対応・支援すべく取組

んで行く。更に千葉県 CLO・売掛債権担保保証融資の積極的な推進を行うとともに、スコアリングモデルを活

用した融資商品の活用が必要であるが、当組合の現状からして融資・開発は困難であるため、全信組連等上

部団体にて商品開発情報を収集し、融資商品があれば積極的に活用を図る。また、社会福祉法人を対象とし

て、（独）福祉医療機構と提携した協調融資および農業者を対象として、千葉県農業信用基金協会の債務保

証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

具体的 

取組策 

・千葉県信用保証協会の保証制度「流動資産担保融資保証制度」等をはじめとした制度融資の積極的な取組み

を図る。 

・スコアリングモデルを活用した融資については、自組合にての開発は困難であると判断されるため、全信組連等

上部団体からの情報収集を行いながら、外部機関による活用についても検討を図る。 

・社会福祉法人を対象として、（独）福祉医療機構と提携した協調融資および農業者を対象として、千葉県農業

信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・動産担保融資（ＡＢＬ）を活用した融資を取組むため、同商品の取扱に関する説明会等へ積極的に参加し知識

を習得する。 

・千葉県信用保証協会が開催する保証制度説明会への参加 

・千葉県信用保証協会の制度融資の積極的な推進を図る。 

・景気対応緊急保証制度の積極的推進。 

・（独）福祉医療機構と提携した協調融資の積極的推進を図る。 

・千葉県農業信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

22 年度下期 

・スコアリングモデルを活用した融資を取組むための情報収集等を積極的に行う。 

・動産担保融資（ＡＢＬ）を活用した融資の取扱について検討を行う。 

・千葉県信用保証協会の制度融資の積極的な推進を図る。 

・景気対応緊急保証制度の積極的推進。 

・（独）福祉医療機構と提携した協調融資の積極的推進を図る。 

・千葉県農業信用基金協会の債務保証制度を活用した融資の積極的推進を図る。 

  実 績 

 

 

 

 

 

・地域密着型金融商品である信組・信金専用提携保証「アクティブ 1,000」を創業・新事業にかかわらず推進した

（22 年度実績 28 件 87 百万円）。 

・景気対応緊急保証制度（経営の安定に必要な資金）の積極的推進の実績、 101 件 1,483 百万円 

・千葉県信用保証協会提携融資「ダッシュ 5000、スパ－ト 3000」の積極的推進の実績、 10 件 129 百万円 

・福祉医療機構と提携した強調融資の積極的推進 実績 １件 ２1 百万円 

・千葉県農業信用基金協会の債務保証を活用した融資の積極的推進  実績 6 件 42 百万円。 

 

 



 
 

 

項目 
3. 地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献 

①地域活性化につながる多様なサービスの提供 

計画 

 

取組方針 

 

地域社会に大きな影響を与えている多重債務問題について、当組合だけで問題解決できるものではないが、

信用組合という特性を生かした営業活動にて情報をキャッチし、多重債務防止策を図るとともに、多重債務問題

の解決手段の検討を図る。 

また、組合員個人ならびに事業者に対する資金ニーズを的確に把握した上で密度の高い対応を図る。 

具体的 

取組策 

・多重債務問題については、当組合の特性である日常的な営業活動による取引先とのコミュニケーションを活用

し、多重債務発生防止ならびに問題解決手段の検討を行う。 

・多重債務問題解決については、取引先からの相談に対応できる職員のレベルアップが必要であり、定期的に

内部研修会等による教育を行う。 

・当組合の主要取引先である組合員個人・小規模事業者に対しては、常に資金ニーズを把握する活動を行い、

その資金ニーズに対応するため融資商品（千葉県信用保証協会との信組・信金専用提携保証「アクティブ

1000」、「ダッシュ 5000、スパ－ト 3000」の積極的推進。 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・内部研修会や担当者会議を利用し、多重債務発生防止ならびに多重債務問題の重要性を周知徹底する。 

・多重債務問題については、発生防止ならびに問題解決手段としての融資商品の検討を行う。 

・千葉県信用保証協会との信組・信金専用提携保証「アクティブ 1000」を積極的に推進して行く。 

・10 月 31 日取扱開始の全国緊急保証制度（経営の安定に必要な資金）の積極的推進。 

・千葉県信用保証協会提携融資「ダッシュ 5000、スパ－ト 3000」の積極的推進。 

・㈱ライフと提携し開発した「おまとめローン」の推進。 

22 年度下期 

・内部研修会や担当者会議を利用し、多重債務発生防止ならびに多重債務問題の重要性を周知徹底する。 

・多重債務問題については、発生防止ならびに問題解決手段として開発し融資商品化した、当組合独自の商品

である「安心おまとめローン」の推進。 

・千葉県信用保証協会との信組・信金専用提携保証「アクティブ 1000」を積極的に推進して行く。 

・景気対応緊急保証制度（経営の安定に必要な資金）の積極的推進。 

・千葉県信用保証協会提携融資「ダッシュ 5000,スパ－ト 3000」の積極的推進。 

・ ㈱ライフと提携し開発した「おまとめローン」の推進。 

      実 績 

 

 

 

 

 

・地域密着型金融商品である信組・信金専用提携保証「アクティブ 1,000」を創業・新事業にかかわらず推進した

（22 年度実績 28 件 87 百万円）。 

・景気対応緊急保証制度（経営の安定に必要な資金）の積極的推進の実績、 101 件 1,483 百万円 

・千葉県信用保証協会提携融資「ダッシュ 5000、スパ－ト 3000」の積極的推進の実績、 10 件 129 百万円 

・多重債務問題への対応として、㈱ライフと提携し開発した「おまとめロ－ン」の推進実績 3 件 4 百万円 

 

 

 

 

 



 
 

 

項目 
4.当組合に特に求められる事項 

 

計画 

 

取組方針 

 

・税務関係セミナーを開催する。 

・医療講演会を開催する。 

・なの花会（年金友の会）を通じ地域の皆様が楽しく集える企画を考える。 

具体的 

取組策 

・税務関係（相続対策、後継者対策等）セミナーの開催 

・地域の専門医をお招きし、高齢者に多い疾病の予防と対処法について講演会を開催する。 

・なの花会 

実施スケ

ジュール 

22 年度上期 

・なの花会企画 

  ①カラオケ倶楽部 

  ②グラウンドゴルフ大会 

  ③国内旅行 

  ④舞踊会 

  ⑤生け花会 

22 年度下期 

・税理士をお招きし、相続税対策または後継者対策等のセミナーを開催する。   

・専門医をお招きし高齢者向けの医療講演会を開催する。   

・なの花会企画 

  ①カラオケ倶楽部 

  ②グラウンドゴルフ大会 

  ③国内旅行 

  ④舞踊会 

  ⑤生け花会 

   実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・6 月 17 日木更津市内の総合病院の医師による「中高年の脳疾患」について本店 4 階会議室にて、なの花会員

176 名招き講演会を開催。 

・なの花会企画 

① カラオケ倶楽部 １２月から３月の間全店でカラオケ発表会開催 

② グラウンドゴルフ大会 １０月 2 日全店大会開催。 

③ 国内旅行 ９月・１０月に全店のなの花会の国内旅行を実施。 

④ 舞踊会 6 月 23 日・12 月 14 日東太田支店にて開催 

⑤ 生け花会 月１度 東太田支店にて開催。 
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